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アフリカにおける野生生物保譲の研究
    ー東アフリカにおける野生生物係聾の現状と問題点一

学 位 論 文 内 容 の 要 旨

  本輪文は、  ケニアとタンザニアを中心とした東アフリカ地域における野生生

物 保縵と 野生生物 保鰻策 のーつで ある園 立公圖制度の現状を現地での寅H収集

と 開 き 取 り 捫 壷 に よ っ て 把 埋 し 、   問 題 点 の投 射 を 行っ た も の であ る ．

  アフリカョ轟圃では野生動物は観光資源として東霞な意昧をもち、  開発と自然

保纏、  特に野生鋤杓の利用と保謹の調聾を回ることが重要な課題とされている。

しかしながら、  資料の不足や正確な情報の入手が困籠なところからこれまでア

フリカの野生生物保纏の実意を扱った研究はほとんどなかった。  そこで、  動物

保蘰の実態と固立公阿制度の調査を、  主として束アフリカのケニアとタンザニ

アにおぃて現地での資料収集と闘き取り調査により行った。  比較のためにザン

ビ ア、  ウ ガンダ、   ザイ― ル、  リ ベリアに おいても 資料収 集を行った。

  第I竃は、  序論であり、  菖葉の定義と研究上の問魍点を呈示した。  アフリカ

において自然保漣と菖った堝台、  そのr｜↑心は野生生物保疆、  特に野生動物保纏

となる。

    第II竜ではアフリカにおける自然保蘰の歴史を欧米、  日本と比較して述べた。

1872年にアメリカ台衆園で創設された岡立公園制度は、  モの後世界巾に広まっ

た。  東アフリカでは、  南アフリカ同様ヨーロッパからの入柄者による野生動物

の大量殿搬の反省から19世札末には動物保纏区の設立が試みられた。  東アフリ

カでは最初の岡立公聞、  ナイロビ圃立公圃が1946年に設立されたが、  これは宗

主r司であったイギリ7` 本同における同立公聞言殳竈よりも早いものであった。  こ

の圃立公園魯I度は他の東アフリカの圃々にも瞥及してきた。  70年代になってケ

ニア政府は持猟禁止、  野生勧物製品の取引禁止など画期的な自然保纏制度の溝

人を行った。

    第III窮ては、  各圏間の自然保浬制度の比較をf．iった。  法f本馴、  管理組織、  民

nH漏勳等自然保謹体制は固によって異なり、  ケニア、  ザンビア、  ザイ―ル、  リ

ベ リアで は圃立公 圃管理 業務と野 生生物 保護管理集務とも1っの部局内で一括
して扱われているが、  タンザニアとウガンダでは各々が別の政府謹聞によって

ffわれている。  しかしながら、  いずれの圃においても国立公圏における規制が
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轟も厳しいものとなっており、  国立公園管理が穐々の保疆区管理行政のlIl心を
なしている。
  アフリカ聴国においては一般的に民間の自然保纏団体による活鋤は轟近始め
られたばかりである。  この巾にあってケニアでは自然保蘰曹竃活動により、  特
にt11．上涜階級を中心にして自然保疆思想をかなり普及させることに成功して
いる。

  第I章では、  各国の国立公岡制度とモの利用形魑である観光にっいて比較検
ミ．tした。  アフリカ謫国の多くが1960年代の独立薈臺にも岡立公囲はじめ穐々の保
纏区設立に努カしてきている．  また、  アフリカには広大な面積を持っ国立公圖、
保韆区が多｀、。現在ケニアで猿観光による収入が一番の外貨獲得源となってい
る。観光客の増加が推進されているが、  観光客による国立公園利用には季節・
曜日・時間帯等により儡りがある。観光客の増加に伴う生魚系・野生生物への

影讐の調査の必要性が
  第V章では国立公園
園を崋げて、  問一点の
橿助によって設立され

指抽された。
の管理遷営の1例としてタンザニアのマハレ山塊国立公
検射を行った。マハレ山塊国立公園は日本からの政府間
た世界でも唯一の国立公園である。  しかしながら、  圃立

公園としての整備に関しては今後に大きな譚題を残している。特に森林減少に

伴う野生チンバンジー保疆の必受性があり、  施詛の充足とともに素霞な問題と
なっている。
  第u竃では、  野生動物保鰻上大きな問題となる野生勣物による被害問題を検
討した。  日本においても様々な野生動物による被害が問題化しているが、  ケニ
アでは野生動楢のj守鎌が桀止され、  野生鋤物による被害に対しては補償金制度
が導入された。  しかし補償金中鏑の増カiによりこの制度はうまく議能している
とは菖えない実I亀が明らかとなった。  ケニア各県で行った闘き取り調査では、
地域による被害の傾向や被害を引き起こす鋤栩も異なっていた。  特に保謹の必
蟹性カi指摘されているアフリカゾウによる被害が、  メル一県はじめ多くの県で
問題となっていることが明らかになった。  今後は、  アフリカゾウ保艫と両立さ
Lナ る 形 で の 被 寄 対 策 が 重 要 な 課 題 で あ る 。

  第VI章では、  ケニアを巾心とした密猟の問題を検討した。  ケニアにおぃては
密鎌が近年溌化し、  密猟者や取締側の螯官、  レンジャーのみならず一般観光客
にも死傷者を出す事憩となっている。密鎌者が狙うのは市場価値の高い譲牙や
サf角であり、  日本は両者を轟近まで大量に愉入してきたことにより固際的な
批判を浴びている。
  第帽章で、総台考察を行った。  国立公園を含めた保蘰区制度が野生生物保擾
に有効であるかどうか、  地域住民との関係、  アフリカゾウをはじめとする野生
鋤 物 種 の 保 謹 の 検 討 を 行 い 、   そ し て 各 国 毎 の 現 状 を ま と め た 。
  調育を行った各国におけるIf生生物保謹にとっての重要事項、  今後の方向性、
実施にあたっての障害および翻意点、  早急に行われるべき野生生物保謂策にっ
いてまとめられた。
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  いずれの圃においても野生生物を観光資源として活用する方向では一致して

いた。  しかしながら、  実施に当たっては当面する問題は異なり、  国間の格差は
大 き か っ た 。 特 に 施 設 面 で は 先 進 園 か ら の 援 助 が 必 要 で あ る 。

  これまでの国立公囲設立の過程には住民無視との批判もあるが、  現行制度の
巾では、  国立公園は野生生物保謾のために有効な方法と考えられる。  今後はモ
の数や面積を増やすことよりも、  十分な監視体制作りが課題である。  また、  保
翁区の弧光手｜J用による利益の還元等、  保組区周辺の地域ほNへの配慮が必畷で
ある。
    これまで野生生物保蘰のための研究は十分にされておらず、  保纏のための理

由も経済的効果への懾りが見られた。今f臺は自然の多様な価値を認めた多角的
・学際的アプローチが必要である。  モの巾で、  これまで積極的な貢献の少なか
った日本の県たすべき役剖は大きいと考えられる。
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